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9・25 永嶋弁護士による学習講演会「関生弾圧の狙いと裁判の現状」 
講演録冊子 関生東海の会で作成 好評販売中 

2021 年 9 月 25 日、刑事事件の弁護団の中心を担って奮闘してきた永嶋弁護士によるオンライン 
講演会を行った。永嶋弁護士細分化され、複雑にされた諸「事件」を理解しやすく整理するとともに、 
関生労組の運動の意義を説き起こし、そこにかけられた弾圧の本質的な構造を丁寧に解説して下さった。 
大変、意義深く、わかりやすい講演だったので、文字起こしをし、講演録として冊子を作成した。 
是非多くの人に読んでいただきたい。 Ａ４判、本文 14 頁。 頒価:１冊２００円。 
当会ＨＰからお申込みください。 

沖縄高江への愛知県警機動隊派遣違法訴訟、逆転勝訴 警察の横暴を断罪 
2016 年に沖縄高江への愛知県警機動隊派遣は違法であるとして愛知県を訴えた住民訴訟で、名古屋高裁は、１０月７日、原告の請求を退けた

一審判決を改め、違法な支出命令を行った当時の警察本部⾧に対し約１１０万円の賠償命令を行う事を被告愛知県に命じる住民勝訴判決を出し
た。この機動隊派遣は、「異例または重要と認められる場合」であり、公安委員会の承認を得なければならないのに、県警察本部⾧の専決で派遣を決定し
たことは違法であると明快に判断した。また、2016 年７月２２日未明に機動隊員らが行ったゲート前 
の車両、テントの強制撤去には法的根拠は見当たらず違法である疑いが強いと述べ、これを目的として 
沖縄県公安委員会が７月１２日に行った第一回の派遣要求には重大な瑕疵があるとした。さらに 
７月以降、現場で行われた警察職員による検問やビデオ撮影等の行為にも「適法な範囲を超えた 
部分があった」等と指摘している。 
警察法の１条は「個人の権利と自由を保護し…民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、 
且つ、能率的にその任務を遂行する」とあり、２条２項には「警察の活動は…不偏不党且つ公平中正を 
旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用すること 
があってはならない」とある。この判決は、戦後警察の当初の理念だったはずの警察組織の民主的運営、 
政治的中立性の原則、地方分権の原則に十分な注意を払うべきことを示唆している。当会として、愛知県に対し、上告断念を求める団体署名に賛同し
たが、残念ながら愛知県は上告した。しかし、警察が「政権の政策遂行（「国策」）のための実力組織」の度合いを強めてきている現在、この高裁判決の
意義を理解し、広めることで、上告を跳ね返し、この高裁判決を確定していくことの意義は大きい。 

沖縄高江への愛知県警機動隊派遣違法訴訟の会 https://aichi-okinawa-sosho.jimdofree.com/ 

月 1 回 名古屋金山駅前で街頭宣
伝 
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≪裁判傍聴報告≫ 
■大津地裁 複数の裁判進行中 コンプラ活動、ビラまき活動が恐喝?威力業務妨害? ⾧期の裁判 3 年目に 

湖東協(コンプライアンス活動)事件 
10 月 18 日▲関生組合員 K さんの被告人質問。K さんは 1995 年日々雇用労働者として朝日分会に所属して関生支部の労働組合活動を始め、2012 年に執行

委員になり、教育部の副部⾧になる。組織拡大、学習会、ブロック新聞の作成などに携わった。 ゼネコンが生コンの値段を安く買い叩く現実にどう対処するか、一面共闘、
一面闘争で対抗したことを語り、受注の少ないときはインで、多い時はアウトを使うという建設業界の二刀流の実態を語り、コンプライアンス活動はインもアウトも同様にや
り、アウトが減ると業界の安定に働くこと、産業政策運動は協同組合によって適正価格が維持されると業界の安定のみならず労働者の生活につながることを強調した。▲コ
ンプラ活動ではインもアウトもなく違反があればただしてもらうことを心がけたという。主導的なダイセイ社が協同組合を脱会してインからアウトになったとき危機意識を強く感
じたとも、また同社に組合員ができたとき団体交渉に応じない不当労働行為があったことなどでの労働組合としての対応も語った。（ＮＫ） 

11 月 15 日 ▲弁護人側証人 関生支部組合員 2 名の尋問。湖東ブッロク⾧だった O さんは労働者の安全衛生という立場から、コンプライアンス活動の実態を語
り、アウト対策として協同組合に入ってもらうことで、ダンピングにともなって起こる労働環境や条件の悪化を防止する意義を強調した。とくにフジタの工事現場（チェリオ）で
コンプライアンス活動するのは、フジタへの生コン納入業者ダイセイがインからアウトになって、加水問題などで JIS 規格違反となったりして問題が多い。また安値で買い叩く
建設業者の現場もクレーン操作の手抜き、安全帯なし作業、タイヤの擦り減り、ガードマンがいないなど問題が多く、いずれも労働者の安全にかかわり、公共工事など単価
の高いものはインの生コン業者、民間の単価の場合はアウトの業者から買うという大手建設業者の勝手さも語った。▲午後はとくに検察のストーリーに沿った「木下証人の
弾劾」の趣旨で M さん（竹信三恵子さんの新著『賃金破壊』に登場する女性生コンドライバー）は、労働者の地位向上と生活の安定をもとめて一生懸命やっていた京津
ブロック⾧時代の木下を評価する一方、お金にだらしないところや、了解を得ていたとはいえ仲間のカードを使うなどの問題（これについて永嶋弁護士は自分のカードが使え
ない事情を指摘した）など言及した。自宅へレイシストたちがやってきて「当たり屋」「犯罪者集団」などとひどいビラを配られたことなどの逮捕前の木下の様子と組合員が次々
と警察から呼び出され逮捕される恐怖に包まれた状況を涙声で語った。木下はその後、謝罪して、執行猶予付有罪判決をうけた。大阪広域協に協力、広域協幹部の経営
する生コン会社に就職、京都生コンクリート協同組合の参与になっている。（NK）         

フジタビラまき事件 
9 月 27 日▲この日は証拠として押収したコンプライアンス活動を記録した関生支部作成の映像を放映。週４０時間の労働時間を守るようにとか、残業サービスをさせ

ないようにとか、アウトリガーの片方が出てないとか、産業廃棄物違反を指摘したものなどです。▲検察は執拗なコンプライアンス活動の証拠のつもりでしょうが、実に穏当な
やりとりばかりです。コンプライアンス活動は生コン産業政策協議会としてやっていると表明しながら、私たちは労働組合として労働者の立場から労働災害への安全対策のた
め法令遵守をお願いした。威圧とは到底思われるものではありませんでした。（ＫＮ） １１月８日 ▲検察側の２名の証人尋問/当時、フジタの大阪支店⾧（現在は
関西支社副支社⾧）A。検察側尋問での証言「連帯のコンプラ活動やビラ撒きは、湖東協の生コンを使わなかったことの報復としての嫌がらせだと思う」「コンプラ活動では
工事が止まって迷惑した。業務妨害だ」「ＪＩＳマークのある生コンなのだから、価格が安いほうを選ぶのは当然だ」 大阪広域協 副理事⾧ 地神を介関生支部の Y と面
談で「いつまで（嫌がらせを）続けるのか、と訊いたら、協組の生コンを使えと言われた。こちらは価格が折り合えば他の現場で湖東協の生コンを使っても良い、被害届を下
ろしても良いと言った。」「その後地神から『話をつけた』と連絡があり、”連帯”は工事現場に来なくなった」▲反対尋問。「ダイセイが安い理由は調査していない」・最近、全国
のフジタの現場で重大事故が多発していること「連帯」が指摘した法令違反は「事実」であり、是正すべきものであったこと。ハインリッヒの法則にもあるように「軽微だから無
視しても良い」という話ではないこと、関生支部 Y との面談は「チェリオ 2 期工事の施工に関しフジタに強い圧力を加え、 D 社から湖東協組の登録販売店供給業者を変更
させることを要求することではなかったこと、フジタ大阪支店前のビラ撒きが「平穏」に行われたこと▲フジタの総務務 Y（警察 OB）がビラ撒き現場の撮影などを積極的に行
っていたこと、滋賀県警から被害届を出すように言われたことなどが明らかになった。▲ダイワハウスのマンショングループ⾧の証言 ▲関生の S さんとたびたび面談 「法令
違反について現場写真付きで指導（情報提供）してくれた。対応は終始 紳士的だった」「ダイワハウスは、フジタの工事とは直接関係なく、指摘されたことを、コンプライアン
スリスクグループの上司につたえた」「2017 年４月に S との面談でフジタの法令違反は半分しか改善されていないので、ダイワハウスからも言って欲しい、と言われた」「その
とき、違反の写真とともに『フジタ（大和ハウスグループ）』という文言が入ったチラシを見せられ、間もなく撒くことになるだろうと聞いた」「連休明けからしばらくしてビラが撒か
れたようだ。同僚から見せられた」▲反対尋問 Ｓ氏はフジタの生コン発注について大ハウスから圧力をかけよ、というような話はしていない。警察がダイワハウスに来て事情
聴取があった。「警察がストーリーを書いて、『事件』を作り上げた」ことがよくわかった。（ＹＫ）  

■大阪地裁 名誉棄損事件 9 月 28 日 
関西生コン支部が、レイシスト瀬戸弘幸を名誉毀損で訴えた民事裁判の証人尋問（大阪地裁）安田浩一さんも傍聴。すでに書面での、この証人尋問をもって結審。

12 月 16 日に判決（YK） 

■大阪ストライキ 2 次控訴審 11 月 22 日  
N さん、Y さんのそれぞれの弁護団は 1 審判決が 28 条（団結権）にも労組法 1 条 2 項（刑事免責）に全く触れていないこと、雇用関係の有無だけで犯罪と決めつ

けていること。使用者概念の不明確をあげ高裁で同じことをするな、とクギを刺した。判決は 2021 年 2 月 21 日 14:30～（AK） 

12・12 全国同時アクション 
東海の会は 14:00～栄三越西門 15:00～栄ラシック西側 

＆12・13 加茂生コン控訴審（大阪高裁）判決集会 
 今後の裁判の予定 傍聴支援を! 

大津では裁判傍聴前大津駅前街頭宣伝 8:00～ 
▢大津地裁 フジタビラまき事件 12 月 6 日(月) 10:00～ 
▢和歌山地裁 和歌山広域協事件 12 月 9 日(木) 10:00～ T 書記次⾧被告人質問 
▢大阪地裁 12 月 16 日(木) 名誉棄損裁判 13:30～ 1007 号法廷 判決 
▢大津地裁 2022 年 1 月 17 日（月） 湖東協(コンプライアンス事件) 

弁護側 証人 尋問関生労組 I さん、N さん 
▢和歌山地裁 和歌山広域協事件 2022 年 2 月 3 日(木) 10:00～ 
  検察論告求刑 弁護側 最終陳述 
▢大阪高裁 ストライキ 2 次事件 2022 年 2 月 22 日(火) 14:30～ 判決 
▢大津地裁 フジタビラまき事件 2022 年 2 月 28 日 10:00～ 
▢和歌山地裁 和歌山広域協事件 2022 年３月 10 日(木) 10:00～判決 
▢大津地裁 フジタビラまき事件 2022 年３月 14 日 10:00～ 
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12・12 第 3 回シンポジウム 『ジャーナリズムの視点からみた関西生コン事件』 
 主催・関西生コンを支援する会   https://youtu.be/39t2JRsbYwc 

コーディネーター・海渡雄一 パネラー 北健一/花田達朗/竹信三恵子  

11・7 全国労働者総決起集会に参加して 
●この集会は 1998 年、国鉄分割民営化に際して「JR に法的責任なしの反動判決」が出されたことに対する怒りと危機感から、関西生コン支部、港合
同、動労千葉の３労組による集会を２４年前に持ったのが始まりとされる。●「東京の会」共同代表の 
木下武男さんは、1910 年代のＩＷＷの活動家ジョー・ヒルが処刑される前に語った「嘆くな、組織せよ」に 
ついて述べた。関生支部 T 書記次⾧は「無罪判決勝ち取るとともに、組織拡大と現場での行動を実践する」 
と語った。具体的成果として挙げたのは、弾圧の最中にもかかわらず最近、2 名の組合加入者を獲得したこと。 
彼らをオルグしたのは 2 年前、名古屋の集会で「解雇通知を留置場の中で、見せられた時は悔しかった。 
今だけ、金だけ、自分だけのちっぽけな私を変えたのは関生労働運動」と語ってくれた関生支部組合員の N さん。 
●まとめを発言は「東京の会」共同代表の金元重さん。竹信三恵子さんの近著「賃金破壊」のサブタイトルが 
「労働運動を犯罪とする国」となっていることへの注目を訴えた。沿道の右翼の罵声と厳重な警察の警備の中 
「都立病院みんなで守ろう」「労働組合破壊するな」「すべての職場に組合つくろう」と声を合わせ、銀座を通り 
大手町までデモ行進をした。（柿山）

■愛知連帯ユニオンの闘い 小西生コン 港運企画事件 続報 
１０月１８日 小西生コン不当労働行為事件 行政命令棄却部分取消訴訟 
 小西生コンが提出した証拠によって、関西生コン弾圧の始まる２０１８年の春に、小西生コンが UA ゼンセンの社内組合と連帯ユニオンからの脱退者に
だけ定期昇給を行い、連帯組合員を定期昇給から除外していたことが明らかになりました。さらに、UA ゼンセンの組合結成時に会社が組合費を肩代わりし
たことを明らかにしてきたことについて、インターネットの口コミサイトにその事実を書き込んだものがあることが解り、組合から新証拠として提出しました。 
次回期日は、１２月８日１０時２０分 名古屋地裁１１０３法廷です。小西生コンが暴力団排除条例を根拠に組合員の定年後再雇用を拒否した
問題に迫っていきます。 
港運企画事件 10 月 12 日裁判 11 月 2 日労働委員会 
 組合員が社⾧を暴行したとされる４月２日、会社が退職者の求職先への嫌がらせを拒否したこの組合員を、事件を 
捏造して警察に被害届を出そうとしていたことを詳細に明らかにしました。 

書籍紹介花田達朗「関西生コン弾圧と産業労働組合、そしてジャーナリスト・ユニオン」 
（上）（中）（下）（岩波書店 『世界』2021 年 10・１１・12 月号） 

ジャーナリズム・公共圏研究の第一人者が、戦後のドイツが取り組んできた産業民主主義と政治的民主主義の結合から日本が学ぶことがいかに必要で
あるか、また、引き返せないほどに衰弱してしまった日本のマスコミが立ち直れるかどうかは、従事するジャーナリストが生コンミキサー車の運転手たちから学べる
かどうかにかかっていると鋭い投げかけをしています（以下、花田氏の主張の一部を抜粋）。「この国の野党や労働団体、『リベラル』の市民は、政治的民主
主義にはそれなりの敏感さを示しているかのように見えるが、産業民主主義には問題意識がほとんどない。・・・日本型資本主義の民主的制御なくして市民
的自由などの政治的民主主義もない。・・・政治的・経済的・環境的民主主義のトライアングルを構築していくことが今日の課題なのだ。それを実行するため
には、権力側のアクションに対するリアクションに終始するのではなく、自律的な構想を持たなければならない」。（I） 

大垣警察市民監視違憲訴訟結審 判決は 22 年 2 月 21 日 
大垣警察署警備課（公安）が、事業者である中部電力子会社シーテック社を呼びつけて情報提供していたことが、2014 年７月 24 日付朝日新聞

のスクープで明るみに出た。個人情報を提供された４名が原告となって、16 年 12 月に岐阜県（岐阜県警）を被告に国家賠償請求訴訟を、18 年 1
月に岐阜県（岐阜県警）と国（警察庁）を被告に個人情報抹消請求訴訟を、岐阜地方裁判所に提訴した。この訴訟の第１審が 10 月に結審した。
判決は 22 年 2 月 21 日裁判を通して、公安警察の「通常業務」、すなわち情報収集と「協力者」づくりの手口が明 

らかになってきた。⾧年集積されてきた原告らの個人情報は、さらなる情報収集のための「協力者」づくりの餌として使 
われたのだ。被告は事実認否を拒否し「公共の安全と秩序の維持」目的だから適法だ、原告らの個人情報は秘匿 

性がないから損害はない、という粗雑な論理で逃げている。一般的には、警察に肩入れしたがる裁判所はどう判断する 
だろうか。警察の具体的な「手口」や、この事件が「今」の情勢で持つ意味などについては、改めて述べたい。 

大垣警察市民監視違憲訴訟の勝利をめざす「もの言う」自由を守る会 https://monoiujiyu-ogaki.jimdofree.com/ 

22 年 1 月 18 日 奥田さん「正義の訴え～国家賠償請求」判決 
 白龍町でのマンション建設反対住民運動のリーダーである奥田さんを「暴行事件」犯人にデッチ上げた事件。 
無罪を勝ち取った後、警察・検察を相手取って国家賠償請求と取られたデータの抹消請求の裁判を起こしていた。 
1 月 18 日(火)午前 11 時 15 分に名古屋地裁１号法廷で判決が言い渡される。 

名古屋白龍 住環境を守る会 http://hakuryu-mansion.jp/ 


